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株式会社 TableCheck（以下「当社」といいます。）の提供する業務システムの利用を申し

込みする方（以下「申込者」といいます。）は、その利用に関して、以下のとおり同意（以

下「本規約」といいます。）します。 

• 申込者が中華人民共和国（本規約においては香港、マカオ及び台湾は含まないもの

とします）（以下「中国」といいます。）以外に存続している場合、申込者は、当社

と契約するものとします。 

• 申込者が中国に存続している場合、申込者は当社が指定する中国法人と契約するも

のとします。 

 

第 1 条 （総則） 

第 1 項 本規約は、当社が提供する予約、顧客、業務管理システム、およびオンライン予約

管理システム等の利用に関する規約です。 

第 2 項 本規約の同意後に、申込者から差し入れる個別の取引契約（以下「本個別契約」

といい、書面、電子媒体を含みますが、これに限りません。）が申込者と当社の間で締結

された場合、本規約と相違する定めについては、当該本個別契約の定めが本規約に対して

優先するものとします。なお、この場合でも本規約は本個別契約の解釈指針としての機能



を失わないものとします。 

第 3 項 申込者は当社の提供する予約、顧客、業務管理システム、およびオンライン予約管

理システム等に関連して、第三者が提供するサービスを利用する場合、仕様書に示される

第三者の提供するサービスの利用規約および第三者により示される利用規約に申込者の責

任において同意するものとします。当該第三者が提供するサービスの利用については、申

込者が自らの責任で行うものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。 

 

第 2 条 （定義） 

(1) 「TC」 予約管理、顧客管理等の機能を有する管理システム TableCheck およびそのオ

プションサービスをいいます。 

(2) 「TableCheck for Diners」 オンライン上から予約を受けることのできる TableCheck

の機能およびそのオプションサービスをいいます。 

(3) 「本サービス」 TC および TableCheck for Diners を総称したシステムおよびサービ

スをいいます。 

(4) 「個人情報」 個人情報とは、本サービスを利用する国および地域における個人情報保

護関連法より定義される個人情報、すなわち、生存する個人に関する情報であって、当該

情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別する事がで

きることとなるものを含みます）などをいいます。 

(5) 「ユーザ」 本サービスの利用にかかる契約を締結し、当該契約が終了することなく有

効に成立している申込者の店舗を総称していいます。 

(6) 「申込者に関する情報」 TC に入力された、申込者およびユーザに関する個人情報、

その他情報をいいます。 

(7) 「TC 顧客情報」 申込者が TC に入力する予約情報、その他の顧客の個人情報などを

いいます。 

(8) 「電気通信サービス」 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設

備を他人の通信の用に供することをいいます。 

(9) 「ユーザ設備」 本サービスの提供を受けるためにユーザが設置するタブレット端末、

電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。 

(10) 「本サービス用設備」 本サービスを提供するにあたり、当社の判断により設置する

コンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。 

(11) 「本サービス用設備等」 本サービス用設備、本サービスを提供するために当社が電

気通信事業者から提供を受ける電気通信回線および電気通信サービスならびに当社が他の

事業者等から提供を受けるその他の設備を総称していいます。 

(12) 「ユーザ ID」 本サービスの利用にあたり、ユーザに付与される、ユーザとその他の

者とを識別するために用いられる符号をいいます。 



(13) 「パスワード」 本サービスの利用にあたり、ユーザに付与される、ユーザ ID と組

み合わせて、ユーザとその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。 

(14) 「ログイン情報」 ユーザ ID とパスワードを総称していいます。 

(15) 「本目的」 本規約履行の目的をいいます。 

(16)「機密情報」 本目的に関連して、機密情報の開示当事者（以下、「開示者」といいま

す。）が機密情報の受領当事者（以下、「受領者」といいます。）に対して開示した個人情

報、ログイン情報、すべての図面、文書等を含む一切の営業上、技術上、開発上の情報を

いいます。 

(17)「予約者」 本サービスを利用して、申込者のサービス提供を予約する者をいいます。 

 

第 3 条 （本サービスの仕様・料金の変更） 

第 1 項 本サービスの仕様は、TableCheck 仕様書に記載するものとし、当社は本サービス

の仕様を自らの判断により変更することができるものとします。 

第 2 項 当社は、前項の変更を行う場合は、30 日の予告期間をおいて、変更後の内容を申

込者に通知するものとします。ただし、変更内容がユーザの一般の不利益にならないと判

断した場合、および本サービス用設備等を提供する他の事業者の要求に従い変更する場合

にはこの限りではありません。 

第 3 項 サービス料金を変更する場合は、変更日の 30 日以上前に当社が定める方法で申込

者に通知するものとします。 

 

第 4 条 （申込） 

第 1 項 申込者は、本サービスの利用に必要な情報を当社の指定する方法により当社に提

供するものとします。当社は、申込者より提供された情報に不足または不備等があったこ

とにより申込者または第三者に生じた費用・損害につき、いかなる賠償責任も負わないも

のとします。 

第 2 項 申込者は、本サービスの利用に必要な情報の記入、登録、管理等を自らの責任に

おいて行うものとします。 

第 3 項 申込者は、本サービスの利用に必要な教育、トレーニング等を自らの責任と費用

負担において実施するものとします。 

第 4 項 当社は、当社が指定する必要書類の必要情報が不備不足なく記入された状態で全

て到着したのち、速やかに本サービスの利用に必要なログイン情報の発行と店舗設定を行

うものとします。 

第 5 項 当社は、前項に基づく発行と設定が完了したのち、速やかに申込者に対しユーザ

ID とパスワードを当社の指定する方法により通知するものとし、当該通知を行った日を

「利用開始日」、利用開始日が属する月のことを「利用開始月」というものとします。 

第 6 項 前項の定めによらず、別途当社の指定する方法により、ユーザとの合意を得る場合



には、当該日付を利用開始日、当該日付の属する月を利用開始月とみなすものとします。 

 

第 5 条（利用期間） 

第 1 項 本規約に基づく各ユーザの最低利用期間は、利用開始月から 6 ヶ月とし、期間満

了の 1 ヵ月前までに申込者および当社のいずれからも書面による更新拒絶または内容変更

の申入れがなされない限り、自動的に 1 ヶ月ごと更新され、以後も同様とします。 

第 2 項 前項の定めに関わらず、TableCheck 申込内容に利用期間が記載されている場合に

は、利用期間は記載の申込利用期間の最終日までとし、期間満了の 1 ヶ月間前までに申込

者および当社のいずれからも書面による更新拒絶または内容変更の申し入れがない限り、

さらに同期間更新され、以降も同様とします。 

 

第 6 条 （本サービス利用のための設備設定・維持） 

第 1 項 申込者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にてユーザ設備を設定

し、ユーザ設備および本サービス利用のための環境を維持させるものとします。 

第 2 項 申込者は、自己の責任と費用において、電気通信事業者等の電気通信サービスを

利用してユーザ設備をインターネットに接続させるものとします。 

第 3 項 ユーザ設備、インターネット接続および本サービス利用のための環境に不具合が

ある場合、当社は、ユーザに対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。 

第 4 項 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断し

た場合、本サービスを利用してユーザ等が記録、保管、伝送または提供するデータ、ロ

グ、情報、コンテンツ（以下「ユーザデータ等」といいます。）について、監視、分析、調

査その他の必要な行為を行うことができるものとします。ただし、本規定は当社の監視義

務および管理責任を規定したものではありません。 

 

第 7 条 （ログイン情報） 

第 1 項 申込者は、ユーザ ID およびパスワードを第三者（本サービスの利用を目的とせず

本サービス仕様の調査や検証を目的とする第三者を含みますが、これに限られません。）

に開示、貸与、共有せず、また、第三者に漏洩することのないよう、自己の責任と費用に

おいて厳重に管理（パスワードの適宜変更を含みます。）するものとします。申込者の故意

または過失によりログイン情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によりユーザ

自身およびその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わず、申込者は当社が

被った損害を賠償する義務を負うものとします。 

第 2 項 第三者がユーザのログイン情報を用いて、本サービスを利用した場合、当該利用は

ユーザの利用とみなされるものとし、申込者はかかる利用についての債務一切を負担する

ものとします。 

第 3 項 ユーザが次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、ログイン情報を無効化



できるものとし、申込者はかかる措置について当社に対して何ら異議を申立てないものと

します。 

(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本サービス提供条件に違反したことを

理由として本サービスの利用を解約されたことがあるとき 

(2) 金銭債務その他本サービスにかかる利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあ

るとき 

(3) その他当社が不適当と判断したとき 

 

第 8 条 （データ消失・破損） 

当社は、本サービス用設備等の故障その他いかなる理由においても、データ等が消失、破

損したために発生した損害について、一切責任を負わないものとします。 

 

第 9 条 （禁止事項） 

第 1 項 申込者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に規定する事項を行わない

と共に、これらに関する疑義等を生じさせず、かつ本サービスの提供に支障の生じること

のないようにするものとします。 

(1) 有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、書き込み、掲載または第三者が受信

可能な状態にする行為 

(2) 故意に虚偽または不正確な情報を入力する行為その他の不正行為 

(3) 申込者または第三者の著作権その他の無体財産権を侵害する行為（本サービスを利用

するために当社が提供するソフトウェアおよび本サービス用設備に含まれるソフトウェア

の改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、本サービス内

容に含まれるソフトウェアのソースコードを引き出すその他の処理もしくは手順の適用を

含むが、これらに限定されません。） 

(4) サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を権限なく改ざんまたは消去する

行為 

(5) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

(6) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、掲載または第三者が受

信可能な状態にする行為 

(7) 本サービス用設備等を構成するシステムの脆弱性を調査、スキャン、またはテストす

る行為、あるいは本サービス用設備等で使用されるセキュリティまたは認証方法を侵害す

る行為 

(8) 本サービス用設備等を構成するシステムのデータまたはトラフィックを監視するこ

と。 

(9) その他法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える

行為 



(10) その他本サービスの運営を妨げるまたはその可能性があると当社が判断する行為 

第 2 項 申込者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、ま

たは該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するもの

とします。 

第 3 項 当社は、本サービスの利用に関して、ユーザ等の行為が第 1 項各号のいずれかに

該当するものであることを知った場合、事前に申込者およびユーザに通知することなく、

本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または第 1 項各号に該当する行為に関

連する情報を削除することができるものとし、関係法令等に違反する疑いのある一切の行

為については、適切な法執行機関、規制当局、またはその他の適切な第三者に報告し、違

法行為の捜査および起訴に協力することができるものとします。ただし、当社は、ユーザ

等の行為またはユーザ等が提供または伝送する（ユーザの利用とみなされる場合も含

む。）情報（データ、コンテンツを含む。）の管理、監視または削除等の義務を負うもので

はありません。 

第 4 項 当社は、前項の権利の行使に代えてまたは権利の行使と共に、申込者に対して事実

確認、説明依頼、再発防止、および第三者からの請求等があった場合には当該第三者との

調整を要請することができるものとします。 

第 5 項 申込者は、自己のためにのみ本サービスを利用するものとし、当社の事前の書面

による承諾を得ることなく、第三者のため、または第三者から受託した業務を実施する目

的で本サービスを利用し、または利用させてはなりません。 

 

第 10 条 （一時的な中断） 

第 1 項 当社は、当社の責に帰すべき事由によらず、次の各号のいずれかに該当する場合に

は、申込者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの全部または一部の

提供を中断することができるものとします。 

(1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合 

(2) 電気通信事業者が、本サービス提供のための電気通信回線または電気通信サービスの

提供を中止または中断した場合 

(3) 本サービス提供のための設備を提供する他の事業者が、当該設備の提供を中止または

中断した場合 

(4) 本サービス提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当該ソフトウェアを当社へ

提供する第三者が、当社に対する当該ソフトウェアの提供を中止または中断した場合 

(5) 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合 

(6) 次の各号記載の事由に該当した場合 

① 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力 

② 新型コロナウイルス、新型インフルエンザ、SARS 等の伝染病 

③ 放射能汚染 



④ 水道、ガス、および当社の自家発電設備の能力を超えた電力の不足 

⑤ 当社または本サービス用設備等を当社に提供する事業者その他本サービスの提供に必

要な役務等を当社に提供する事業者が安全配慮のため事業所を閉鎖または休業した場合 

⑥ ユーザ設備もしくはユーザの接続環境の障害または本サービス用設備までの電気通信

回線またはインターネット接続サービスその他の電気通信サービスの不具合 

⑦ 本サービス用設備からの応答時間等電気通信回線またはインターネット接続サービス

その他の電気通信サービスの性能値に起因する損害 

⑧ TableCheck 仕様書記載のセキュリティ対策によっても防御し得ないウィルス、第三者

による不正アクセス、アタック、通信経路上での傍受およびこれらの試み 

⑨ 当社が定める手順またはセキュリティ手段等をユーザ等が遵守しないことに起因して発

生した損害 

⑩本サービスを利用する国および地域における刑法、犯罪捜査のための通信傍受に関する

法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく処分および請求

への対応 

⑪ 前号のほかの政府または政府機関の行為（行政命令、行政指導または勧告を含むがこ

れらに限らない） 

⑫ その他当社の責めに帰すべからざる事由 

第 2 項 当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、申込者に事前に通知の上、

本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社

が判断する場合には、事前の通知を要しないものとし、事後すみやかに通知するものとし

ます。 

 

第 11 条 （提供停止・終了） 

当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、申込者に対し事前に、理由、期日

および期間を通知した上で、本サービスの全部または一部の提供を停止または終了するこ

とができるものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断する場合には、事前の

通知を要しないものとします。 

(1) 本サービス提供条件の定めのいずれかに違反した場合 

(2) 第 9 条（禁止事項）第 3 項の規定により、本サービスを停止する場合 

 

第 12 条 （本サービスの廃止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止するこ

とができるものとします。 

(1) 廃止日の 60 日前までに申込者に通知した場合 

(2) 本サービス用設備等を当社に提供する事業者が、当該提供を廃止し、当社の合理的な

努力をもってしても、当社が代替の設備等を構築することができない場合 



(3) 本サービス提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当社と当該ソフトウェアを

当社へ提供する第三者との間のライセンス契約等が終了し、当社の合理的な努力をもって

しても、当社が代替のソフトウェアを利用することができない場合 

(4) 第 10 条第 1 項第 6 号①乃至⑫に記載の事由に該当した場合 

 

第 13 条 （本サービス用設備等の障害等） 

第 1 項 申込者は、本サービスが利用できない等の不具合を発見した場合、ユーザ設備、

インターネット接続および本サービス利用のための環境に故障がないことを確認のうえ、

その旨を当社に通知するものとします。 

第 2 項 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく

申込者にその旨を通知するものとします。 

第 3 項 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅

滞なく本サービス用設備を修理または復旧します。 

第 4 項 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する、当社が提供

を受ける電気通信回線または電気通信サービスについて障害があることを知ったときは、

当該電気通信回線または電気通信サービスを提供する電気通信事業者に修理または復旧を

指示するものとします。 

 

第 14 条 （本サービスの対価） 

第 1 項 申込者は、当社による本サービスの提供の対価として、個別に合意する本サービス

料およびこれにかかる消費税その他租税等相当額を当社に支払うものとします。 

第 2 項 初期費用およびオプション機能にかかる初期費用（以下「オプション初期費用」と

いいます。）は TableCheck 申込内容に記載するものとし、当社は、直接または当社が指定

する第三者（以下「当社指定の請求担当者」といいます。）を通じて初期費用およびオプシ

ョン初期費用を計算し、申込者に対し請求するものとします。 

第 3 項 月額基本利用料およびオプション機能にかかる月額利用料（以下「オプション月額

利用料」といいます。）は、TableCheck 申込内容に記載するものとし、利用開始月から発

生するものとします。当社または当社の指定の請求担当者は、当月または当月から起算す

る TableCheck 申込内容に記載した期間の月額基本利用料およびオプション月額利用料を

計算し、申込者に対し請求するものとします。 

第 4 項 従量料金の額は、TableCheck 申込内容に記載するものとし、当社は、直接または

当社指定の請求担当者を通じて当社の機器により測定した件数等に基づいて算定した従量

料金を計算し、申込者に対し請求するものとします。 

第 5 項 第 2 項、第 3 項に定める利用料等および利用料等にかかる消費税その他租税相当

額は、当月にかかる利用料を当月の月末までに、第 4 項に定める利用料および利用料にか

かる消費税その他租税相当額は、当月にかかる利用料金を翌々月末までに当社に対し当社



または当社指定の請求担当者が指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとしま

す。ただし、当月の請求金額の合計が当社の定める金額に達しない場合、当社は第 4 項に

定める従量料金については複数月分を合算して申込者に対し請求するものとします。（振込

手数料は申込者が負担するものとします。また当社は領収書の発行は行わないものとしま

す）。なお、支払期日が銀行休業日に該当する場合、前銀行営業日までとします。 

第 6 項 申込者は、本サービス利用期間において、第 10 条（一時的な中断）および第 11

条（提供停止・終了）に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サー

ビスを利用することができない状態が生じた場合であっても、本サービス料およびこれに

かかる消費税その他租税等相当額を当社に支払うものとします。ただし、第 15 条（当社の

本サービス提供責任）第 1 項に該当する場合は除きます。 

 

第 15 条 （当社の本サービス提供責任） 

第 1 項 本規約に基づき当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき

事由により本サービスが全く利用できない状態（以下「利用不能」といいます。）が連続し

て 24 時間以上となる場合、利用不能の開始した日が属する月の月額基本利用料相当額お

よびこれに係る消費税その他租税等相当額が申込者への請求金額から減額されるものとし

ます（ただし、同月中に利用不能の開始した日が複数存在する場合であっても、減額され

る月額基本利用料相当額およびこれに係る消費税その他租税等相当額は 1 か月分を上限と

します。）。本項の規定は、第 10 条乃至第 12 条に基づく本サービスの中断、停止または終

了の場合は適用されないものとします。 

第 2 項 前項および第 465 条（知的財産権に関するクレーム等の取扱い）に定めるものの

他、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービ

スまたは本規約に関して、当社は申込者に対して一切の責任を負わないものとします。た

だし、当社の責に帰すべき事由により第 5049 条（機密情報）または第 22 条（当社による

情報の利用）に違反したことが直接の原因で申込者に現実に発生した通常の損害（当社の

責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から

生じた損害および逸失利益を含みません。）についてはこの限りではなく、当社は、当該

損害の発生の直接の原因となった本サービスにかかる月額基本利用料 1 カ月分を限度とし

て損害賠償責任を負うものとします。 

 

第 16 条 （遅延損害金） 

第 1 項 申込者が本規約に基づく代金債務の弁済を怠ったときは、当社に対して、支払期日

の翌日から完済の日までの日数に応じ、年利 14.6％の割合による遅延損害金を支払うもの

とします。 

第 2 項 前項の遅延損害金の算出方法は、１年を 365 日とした日割計算とし、1 円未満は切

り捨てるものとします。 



第 3 項 本条の規定は、損害賠償の予定であると解されるものではありません。 

 

第 17 条 （再委託） 

当社は、本サービスの提供に関する業務の全部または一部を第三者に再委託（再々委託等

を含みます。）できるものとします。 

 

第 18 条 （情報開示要求） 

当社また申込者は、政府機関、裁判所等から法令の規定に基づいて機密情報またはユーザ

データ等を開示する旨の請求または命令等を受けた場合は、当該政府機関、裁判所等に開

示することができるものとします。ただし、かかる請求または命令等を受けた当事者は、

機密情報またはユーザデータ等を保護するための措置をとる機会を相手方に付与するた

め、当該開示について相手方に対し事前に通知するものとします。なお、かかる事前の通

知が不可能または著しく困難である場合は、かかる請求または命令等を受けた当事者は、

政府機関、裁判所等への開示後できる限りすみやかに相手方に対して通知するものとしま

す。 

 

第 19 条 （本サービスの提供区域） 

本サービスの提供区域は当社が承諾する国・地域に限定されるものとします。申込者は、

当社の事前の書面による承諾なく、当社が承諾する国・地域の外において本サービスを利

用（当社が承諾する国・地域の外から電気通信サービス等を介して本サービスに接続する

方法を含みます。）することができないものとします。 

 

第 20 条 （本サービス利用終了後の処理） 

第 1 項 当社は、理由の如何にかかわらず、ユーザが本サービスの利用を終了した場合、本

サービス用設備などに記録された資料等およびデータ等を直ちに消去できるものとしま

す。なお、当社の本サービス用設備にかかる資料等およびデータ等の消去に関して、申込

者または第三者に発生した損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。 

第 2 項 本条の定めは、本規約の一部が終了した場合についても、終了した部分に相当す

る本サービスの範囲において、準用されるものとします。 

 

第 21 条 （申込者による情報の利用） 

第 1 項 申込者は、本サービスに付随して収集した個人情報を機密情報として管理し、顧客

の事前承諾を得るなど、本サービスを利用する国および地域における個人情報保護関連法

その他の法令及びガイドライン等に反しない範囲で使用するものとします。 

第 2 項 申込者は、個人情報の取扱に関して、予約サービス提供企業等の第三者と別段の合

意または契約等が存在する場合は、自らの責任においてこれを遵守するものとします。 



第 3 項 申込者は、申込者が前 2 項に違反した場合に発生する一切の損害を賠償する責任

を負うものとします。 

 

第 22 条 （当社による情報の利用） 

第 1 項 当社は、本サービスに基づいて取得した個人情報を機密情報として管理し、本サー

ビスを利用する国および地域における個人情報保護関連法その他の法令およびガイドライ

ン等を遵守するものとします。 

第 2 項 当社は、本規約解除時に申込者が TC 顧客情報の削除を書面にて求めた場合、これ

に対して、迅速に従うものとします。 

第 3 項 当社は、本サービスに基づいて取得した個人情報を、個人が特定できる方法で第

三者に開示または譲渡することはしないものとします。 

第 4 項 当社は、TC 顧客情報を利用して E メール、電話、その他方法を問わず、予約の確

認メール、リマインドメールなど申込者の事前の承諾のある事項を除き、一切の連絡をし

ないものとします。 

第 5 項 前 3 項の定めにかかわらず、本サービスに顧客が直接入力した情報など、当社が独

自に取得している情報が TC 顧客情報と同一であった場合であり、かつ、当社と顧客との

間に情報利用に関する別段の合意または契約がある場合は、この限りではありません。 

第 6 項 当社および当社の指定する第三者は、本サービスに付随して収集した TC 顧客情

報、申込者に関する情報（以下「対象情報」といいます。）を、本規約解除の如何にかかわ

らず次の目的のために分析、利用することができるものとします。 

(1) 当社が本規約または本個別契約に基づいて行う業務 

(2) 対象情報を個人が特定できない統計的データに加工して行うマーケティング業務 

(3) 対象情報の商号および店舗名称等を明記しないかたちで行うマーケティング業務 

(4) 申込者の本サービスの利用価値向上のための外部サービス・システム等との連携など

の業務のうち、申込者の費用負担が発生しない業務。ただし、申込者が当社に対し連携を

希望しない旨を当社所定の方法により通知した場合はこの限りではありません。 

 

第 23 条 （当社による連絡、告知） 

第 1 項 当社は、本サービスに付随して収集した申込者に関する情報を、本規約解除の如何

にかかわらず以下の目的のために利用することができるものとします。 

(1) 宣伝物の送付等当社または第三者の営業案内業務 

(2) 本サービスに関する重要または緊急を要する連絡業務 

(3) 当社の新商品、新機能、新サービス等の開発 

(4) 当社または本サービスに関する配布物、ウェブサイト、その他の媒体において申込者

およびユーザが本サービスを利用していることおよびユーザが公開している情報の紹介 

第 2 項 当社は、本規約解除時に申込者が前項の利用の中止または削除を書面にて求めた



場合、これに対して、迅速に従うものとします。 

 

オンライン決済機能利用にかかる条項 

 

第 24 条 （適用範囲） 

この規定は、申込者が当社と直接締結する申込に基づくオンライン決済機能の利用に関し

て適用されます。なお、第 25 条から第 343 条に定めのない事項については本規約第 1 条

から第 23 条および第 432 条から第 576 条の定めによるものとします。 

 

第 25 条 （PCI DSS の遵守） 

当社は、オンライン決済機能の提供に際し、クレジットカード番号等その他クレジットカ

ード会員に関するデータを保存、処理または送信する場合には、PCI DSS のセキュリティ

要求事項に対応するものとします。 

 

第 26 条 （オンライン決済機能利用の申込） 

第 1 項 申込者は、オンライン決済機能の利用に必要な情報を当社の指定する方法により

当社に提供するものとします。当社は、申込者より提供された情報に不足または不備等が

あったことにより申込者または第三者に生じた費用・損害につき、いかなる賠償責任も負

わないものとします。 

第 2 項 申込者は、前項申込みに対し、当社による審査によって申込に対する諾否がされる

ことに同意します。当社は、申込者に対し、当該諾否に関する情報を提供する義務及び不

承諾の理由を開示する義務を負わないものとします。 

第 3 項 当社は審査により承諾がされた場合、速やかに本機能の利用に必要な設定を行

い、申込者に通知するものとし、申込者は当該通知を受けたとき以降、利用することがで

きるものとします。 

 

第 27 条 （オンライン決済機能の利用） 

第 1 項 申込者は本オンライン決済機能について当規約の規定に基づき、本機能を利用す

ることができるものとします。 

第 2 項 申込者は、申込者自身を売主とする販売に関してのみ、本機能を利用することがで

きるものとします。 

 

第 28 条 （オンライン決済機能の利用に関する制約事項） 

申込者は、商品（以下「取扱商品」といいます。）又は当該取扱商品の宣伝広告に関して、

法令を遵守し、且つ法令若しくは公序良俗に違反し若しくは違反するおそれのある行為、

第三者の著作権、商標権、不正競争防止法上の権利、名誉、信用、プライバシー等の権利



若しくは法的利益を侵害し若しくは侵害するおそれのある行為又は犯罪に該当し若しくは

該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。 

 

第 29 条（調査、改善要求） 

第 1 項 当社は、申込者が本規約若しくは法令に違反している疑いがあると判断した場合、

またはサービス提供に関わる第三者から要請を受けた場合には、申込者に対し、必要な事

項について調査若しくは回答を請求し、又は申込者の取引の態様、宣伝広告、取扱商品等

について相当な方法によって当社自ら調査することができるものとします。また当社は必

要な調査の一部または全部をサービス提供に関わる第三者に委託できるものとします。申

込者は、当該請求を受けまたは当社自身およびサービス提供に関わる第三者による調査開

始を通知された後直ちに、当該請求に応じまたは当社による調査に協力するものとしま

す。 

第 2 項 当社は、前項の申込者からの回答または当社の調査により取得した情報、資料等

を、サービス提供に関わる第三者へ提出することができるものとします。 

第 3 項 当社およびサービス提供に関わる第三者は、以下の各号のいずれか一つに該当す

る事由が生じた場合には、当該事由に関連する申込者の取引の態様、宣伝広告又は取扱商

品について、改善又は停止を請求することができるものとし、申込者は自己の費用負担に

よってその請求に従うものとします。また当社およびサービス提供に関わる第三者は、申

込者に対し、当該事由に関する情報を提供する義務および理由を開示する義務を負わない

ものとします。 

(1) 申込者の取引の態様、宣伝広告または取扱商品が本規約または法令に違反しまたは違

反するおそれがあると相当の根拠をもって当社またはサービス提供に関わる第三者が認め

る場合 

(2) 当社またはサービス提供に関わる第三者が、申込者の取引の相手方である又は相手方

になろうとした当社所定のサービスの利用者等から、当該取引又はその対象商品に関し

て、裁判外または裁判上で、苦情の申し出、調査の要求または代金返還、損害賠償等の請

求を受けた場合 

(3) 当社またはサービス提供に関わる第三者が、第三者から、申込者の取引の態様、宣伝

広告又は取扱商品に関連して当該第三者の著作権、名誉、信用、プライバシー等の権利若

しくは法的利益が侵害された旨の主張を受けた場合 

(4) 申込者が第１項に基づく回答をせずまたは当社およびサービス提供に関わる第三者の

調査に協力しない場合 

(5) 当社またはサービス提供に関わる第三者がその理由の開示の有無を問わず、申込者の

取引の態様、宣伝広告又は取扱商品を不適当と認めた場合 

 

 



第 30 条（オンライン決済精算の支払） 

第 1 項 当社は、予約者が当社所定の方法により申込者に対して代金支払いを行った場合、

当該代金額及び申込者の店舗で利用された第 32 条で定める無償 TC ポイントの申込者に

支払われる対象となる代金（適用がある場合のみ）の合計額から当社所定の手数料、第 32

条で定める申込者ポイント費用負担金（適用がある場合のみ）の合計額並びにこれらに係

る消費税その他租税相当額を控除して相殺した後の残額（以下「オンライン決済精算金」

といいます。）を、本個別契約に記載された申込者名義の口座への振り込みによる方法で、

申込者へ支払うものとします。当該支払の期限は、本個別契約または付随する書面に記載

されたところによるものとします。但し、本個別契約または付随する書面に記載された支

払期限の日が金融機関の休業日に当たった場合には、その直後の金融機関営業日を支払期

限とします。 

第 2 項 当社 は、前項に掲げる控除費目以外の申込者の当社 に対する金銭債務（第 14 条

に基づく本サービス料支払債務、第 16 条に基づく遅延損害金およびその他損害が含まれ

るが、これらに限られない）と当社の申込者に対する前項の支払債務とを何らの通知を要

することなく対当額で相殺することができるものとし、かかる相殺がなされた限度で前項

に基づく振込を要しないものとします。 

第 3 項 当社は、申込者に対し、第１項の控除による相殺及び前項に基づく相殺の明細を

事前にまたは事後に通知するものとします。 

第 4 項 当社は、サービス提供に関わる第三者から第 332 条第１項の解除の意思表示又は

買戻請求を検討中である旨の通知を受けた等の相当の根拠により、申込者との取引内容、

申込者のサービス提供に係る内容等により返還債務が発生するおそれがあると判断した場

合には、事前に申込者に通知した上で、オンライン決済精算金の申込者への支払を留保す

ることができるものとします。当該留保の後に当該留保に係るオンライン決済精算金につ

いて本条第１項の振込を行う場合には、留保期間についての利息を付すことを要しないも

のとし、当該留保によって申込者が被った損害について当社は一切責任を負わないものと

します。 

 

第 31 条（TC ポイントとバウチャーについて） 

第 1 項      本条で使用する語句について、下記の通り定義するものとします。 

「TC ポイント」とは、本規約に定める「有償の TC ポイント」及び「無償の TC ポイン

ト」の総称をいいます。 

「有償の TC ポイント」とは、当社が電磁的方法により記録される金額に応じた対価を予

約者から得て、当社が予約者に対して、1 ポイント＝1 円で発行するポイントをいいます。 

「無償の TC ポイント」とは、当社又は申込者が、申込者又は当社の費用負担で予約者に

対して予約特典、キャンペーン時等に無償で付与し、1 ポイント＝1 円で本サービスでの

決済において利用できるポイントをいいます。 



「バウチャー」とは、申込者が発行する自社店舗の食事利用等のサービスに利用できる予

約証票をいいます。但し、TableCheck Pay の場合は利用証票をいいます。 

第 2 項 申込者は、予約者が当社所定の方法により申込者との間で当社所定の取引を行う

場合には、当該予約者に対して、バウチャーを交付するものとします。 

第 3 項 申込者は、予約者が当社所定の方法により申込者との間で当社所定の取引を行う

場合には、当該予約者による申込者による代金支払いは、TC ポイントによって行われる

ことに合意します。なお、TC ポイントを用いた代金支払いの精算は前条により行われる

ものとします。 

第 4 項 申込者が第 1 項に基づき発行するバウチャーの有効期限は、当社所定の方法によ

りバウチャー上に定めるものとし、最長 6 月内(6 ヶ月未満)とします。 

第 5 項 バウチャーは、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供されないものと

します。 

 

第 32 条（無償 TC ポイントの付与について） 

第 1 項 本条で使用する語句について、下記の通り定義するものとします。 

「申込者ポイント費用負担金」とは、申込者が、当社が予約者に対して無償 TC ポイント

を発行するために１ポイントにつき１円として、申込者が負担して当社に支払う金額をい

います。 

「当社ポイント費用負担金」とは、当社が予約者に対して無償 TC ポイントを発行するた

めに１ポイントにつき１円として、当社が負担する金額をいいます。 

第 2 項 無償 TC ポイントの有効期限は、その発行した月を含めて 6 か月後の月末としま

す。 

第 3 項 申込者は、申込者ポイント費用負担金を負担することにより当社による予約者に

対する無償 TC ポイントの付与の適用を受けるためには、当社所定の方法により、必要な

設定を行うものとします。なお、申込者は、当該適用の要否を判断し、自己の責任で当該

設定を行うものとします。 

第 4 項 申込者は、前項の設定を行う場合、当社が予約者に付与する無償 TC ポイントにつ

いて、自己の責任で、別途当社が定める範囲内において、無償 TC ポイントの付与の内容

（付与する数量、付与率等）、付与開始日、その他当社所定の事項を任意に決定すること

ができるものとします。 

第 5 項 申込者は、第 3 項に定める当社による予約者に対する無償 TC ポイントの付与の

適用の有無に係る設定又は前項に定める無償 TC ポイントの付与の内容等について、将来

に向かって、別途当社の定める範囲内で所定の変更をすることができるものとします。 

第 6 項 申込者は、前項に基づく変更を行った場合であっても、当該変更前に申込者のサー

ビス提供を予約した予約者に対しては、変更前の内容に基づき、本条に従った対応をしな

ければならないものとします。 



第 7 項 申込者は、申込者ポイント費用負担金を負担したうえで、当社が予約者に対して無

償 TC ポイントを付与した場合であっても、当該無償 TC ポイントの付与を受けた予約者

が、申込者以外の第三者の運営する店舗（本サービスを利用しており、無償 TC ポイント

の利用について当社の許諾を得ている場合に限る。）においても、当該無償 TC ポイントを

利用できることを確認するものとします。 

第 8 項 申込者は、申込者ポイント費用負担金を負担したうえで、当社が予約者に対して無

償 TC ポイントを付与した場合において、当社が予約者に対して行った無償 TC ポイント

の付与を変更し、又は取り消す必要があるときは、当社所定の期間内に、当社所定の方法

により、変更又は取消しの手続を行うものとします。 

第 9 項 申込者は、当社が別途定める条件を充足した場合に限り、当社が予約者に対して無

償 TC ポイントを付与するために必要な対応をするものとし、不正付与等を行ってはなら

ないものとします。当社は、申込者が第 8 項に基づき、予約者に対して無償 TC ポイント

を付与するための当社所定の対応等を行った場合であっても、当社が不正付与等のおそれ

があると判断したときは、予約者に対して無償 TC ポイントを付与せず、かつ、ポイント

設定機能を無効にすることができるものとします。 

第 10 項  申込者は、申込者が申込者ポイント費用負担金を負担したうえで、当社が予約者

に対して無償 TC ポイントを付与した場合には、第 9 項に基づき当社所定の期間内に当社

所定の変更又は取消しの手続が行われた場合を除き、当該無償 TC ポイントの付与がその

後取り消され、若しくは解除等された場合又は当該無償 TC ポイントが有効期限の経過、

予約者の会員登録の抹消その他の理由により使用されずに失効した場合であっても、当該

無償 TC ポイントに係る申込者ポイント費用負担金の支払義務を免れないものとします。

また、当社は、いかなる場合にも、支払われた当該申込者ポイント費用負担金を返還する

義務を負わないものとします。 

第 11 項 申込者は、当社が、第 3 項に定める設定に基づき、申込者が申込者ポイント費用

負担金を負担する形で予約者に対し無償 TC ポイントを付与した場合は、当社に対して、

第 30 条（オンライン決済精算の支払）の定めに従って、申込者ポイント費用負担金を支

払うものとします。 

第 12 項 前項にかかわらず、第 30 条（オンライン決済精算の支払）の支払条件に適合し

ない場合（予約者が直接申込者の店舗で決済する場合等）で、申込者ポイント費用負担金

の精算が必要な場合は、申込者は、当社に対して、本個別契約または付随する書面に記載

された支払期限に従い、申込者ポイント費用負担金を支払うものとします。但し、当該精

算が必要な金額が 1,000 円未満等で少額の端数となる場合、当社の同意を得た上で、最長

1 年以内の期間に限り当該金額を繰り越すことができ、別途当社が定める一定額に達した

時点でまとめて支払うものとします。 

第 13 項 無償 TC ポイントの付与に関し、本規約に定めのない事項については、当社が

別途申込者に対して通知又は提示する条件、ガイドラインその他の定めに従うものとしま



す。 

 

第 32 条の２（無償 TC ポイントの利用について） 

第 1 項 申込者は、無償 TC ポイントの利用について、申込者の提供するサービスに係る対

価の支払いに関して、予約者が無償 TC ポイントを利用することを認めるためには、当社

所定の方法により、必要な設定を行うものとします。なお、申込者は、当該利用の可否を

自ら判断し、自己の責任で、当該設定を行うものとします。 

第２項 申込者は、前項に定める予約者による無償 TC ポイントの利用の可否に係る設定に

ついて、将来に向かって、別途当社の定める範囲内で所定の変更をすることができるもの

とします。 

第 3 項 申込者は、前項に基づく変更を行った場合であっても、当該変更前に申込者のサー

ビス提供を予約した予約者に対しては、変更前の内容に基づき、本条に従った対応をしな

ければならないものとします。 

第 4 項 申込者は、第 1 項に基づき、申込者の提供するサービスに係る対価の支払いに関

して、予約者が無償 TC ポイントを利用することを認める設定をした場合には、費用負担

者がいずれであるかにかかわらず、予約者が、申込者の提供するサービスに係る対価の支

払いに無償 TC ポイントを利用することができることを確認するものとします。 

第 5 項 申込者は、予約者が無償 TC ポイントの利用を申し出た場合には、予約者による無

償 TC ポイントの利用のために必要となる当社所定の対応を行うものとします。 

第 6 項 申込者は、予約者が無償 TC ポイントの利用を申し出た場合に、前項の対応を怠っ

た場合には、当社所定の期間内に、当初所定の手続を行わなければならないものとしま

す。 

第 7 項 申込者は、予約者が無償 TC ポイントを不正に利用しているおそれがあるときは、

当社に対し、その旨を速やかに報告するものとします。 

第 8 項 当社は、予約者による無償 TC ポイントの利用について、不正利用その他不適切な

利用のおそれがあると合理的に判断した場合には、申込者に対する当該無償 TC ポイント

利用相当額の全部又は一部の支払を留保することができるものとします。この場合、申込

者は、当社から求めがあったときは、当該利用に係る来店の有無その他当社が合理的に必

要と認める事項の確認に協力するものとします。 

第 9 項 当社は、予約者が無償 TC ポイントを使用して申込者のサービスを予約し、当該予

約者が実際に申込者のサービスを利用したときは、申込者に対して、予約者により利用さ

れた当該無償 TC ポイントに対応する代金額を第 30 条（オンライン決済精算の支払）の

定めに従って支払うものとします。 

第 10 項 前項にかかわらず、第 30 条（オンライン決済精算の支払）の支払条件に適合し

ない場合（予約者が直接申込者の店舗で決済する場合等）で、予約者が利用した無償 TC

ポイントに対応する代金額の精算が必要な場合は、当社は、申込者に対して、本個別契約



または付随する書面に記載された支払期限に従い当該代金額を支払うものとします。但

し、支払金額が 1,000 円未満等で少額の端数となる場合、当社は、最長 1 年以内の期間に

限り当該金額を繰り越すことができ、別途当社が定める一定額に達した時点でまとめて支

払うものとします。 

第 11 項 申込者が本条に基づき予約者による無償 TC ポイントの利用を認める設定を行

った場合においては、当該無償 TC ポイントの利用に係る代金額の申込者への支払時期

が、当社所定の方法で利用された場合のオンライン決済清算金の支払いの場合及び予約者

による現金その他通常の方法による店舗決済の場合と比較して、遅れる場合があること

を、申込者はあらかじめ承諾するものとします。 

第 12 項 無償 TC ポイントの利用に関し、本規約に定めのない事項については、当社が別

途申込者に対して通知または提示する条件、ガイドラインその他の定めに従うものとしま

す。 

 

 

第 332 条（オンライン決済精算金の返金） 

第 1 項 当社は、サービス提供に関わる第三者から、当社の特定の信用販売についての立

替払の合意の解除の意思表示または当該信用販売の代金等に係る債権の買戻（以下「チャ

ージバック」といいます。）請求を受けた場合、申込者のサービス提供に係る内容の場合は

直ちに、その旨を申込者に通知するものとします。 

第 2 項 申込者は、当社がサービス提供に関わる第三者に対してチャージバックの異議申し

立て（反証）をするために、事実確認の情報収集等を求められた場合は協力するものとす

る。チャージバックの事由が、申込者のサービス提供に係る内容のものであり、かつ当社

に故意又は過失がない場合には当社は免責とし、申込者がチャージバックに係る金額を負

担するものとする。 

 

第 343 条（申込者による補償、当社の免責） 

第 1 項 申込者は、以下の各号の紛争については、直ちに当社に通知すると共に、自己の

責任と費用負担において速やかに対処して解決するものとし、これらの紛争によって当社

およびサービス提供に関わる第三者が何らかの損害を受けた場合には、申込者がその損害

の一切を補償するものとします。 

(1) 本機能の利用に係る商品の数量若しくは品目の相違、品質、性状若しくは機能上の問

題、引渡若しくは提供の遅延、代金の額若しくはその支払または広告に関する紛争（苦情

の申出、及び交換、返還又は当該商品の販売若しくは提供に係る契約の中途解約の請求を

含み、これらに限られません） 

(2) 本機能の利用に係る商品の販売若しくは提供に係る契約の申込または承諾の意思表示

の到達の有無その他当該契約の成否に関する紛争、なりすまし、その他当該契約の効果帰



属に関する紛争、消費者契約法違反、錯誤等による当該契約の有効性に関する紛争又はク

ーリングオフ、詐欺等による当該契約の解消に関する紛争 

第 2 項 前項各号の場合の他、本機能の利用契約、本機能の利用に係る商品の販売若しく

は提供に関連して第三者から当社またはサービス提供に関わる第三者に対し裁判上また裁

判外の請求がなされたことによって当社またはサービス提供に関わる第三者が何らかの損

失、損害等を被った場合、申込者はこれを全て補償し、当社およびサービス提供に関わる

第三者にいかなる負担も負わせないものとします。 

第 3 項 当社およびサービス提供に関わる第三者は、第 26 条第 2 項および第 29 条 3 項に

基づく検討の結果、本機能の利用を認めないこととしたこと、または第 3 条による仕様の

変更、第 443 条による譲渡、第 532 条による解除若しくは第 5 条による本利用契約の終了

の解約により申込者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 

第 4 項 当社は、買主からの代金等の現実の回収を約束しまたは買主による代金等の支払

を保証するものではありません。オンライン決済はサービス提供に関わる第三者であるク

レジットカード会社等によって実行されまたは拒否されるものであり、当社はこれらの実

行を保証するものではありません。これらの不実行又は遅滞が当社の責めに帰すべき事由

による本規約の不履行に起因する場合を除き、当社は、これらの不実行又は遅滞に関して

一切責任を負わないものとします。 

 

グルメサイト連携機能利用にかかる条項 

 

第 354 条 （適用範囲） 

この規定は、申込者が当社と直接締結する申込および、申込者がサービス提供に関わる第

三者と締結する申込に基づく、グルメサイト連携機能の利用に関して適用されます。第

354 条から第 365 条に定めのない事項については本規約第 1 条から第 23 条および第 432

条から第 576 条の定めによるものとします。 

 

第 365 条 （在庫連携機能の利用） 

第 1 項 申込者はグルメサイト連携機能を利用するにあたり、申込者は当社が申込者に関す

る情報および TC に登録された外部集客媒体のログイン情報等必要な情報を、サービス提

供に関わる第三者に開示することに同意するものとします。 

第 2 項 グルメサイト連携機能を利用するにあたり、申込者はログイン情報や割り当て在庫

などを自己の責任において適切に管理・運用するものとします。当社は申込者の管理・運

用が不適切だったことにより申込者または第三者に生じた費用・損害につき、いかなる賠

償責任も負わないものとします。 

 

予約手数料レベニューシェア機能にかかる条項 



 

第 376 条 （適用範囲） 

本条から第 421 条までの規定は、申込者が当社と直接締結する申込に基づく予約手数料レ

ベニューシェア機能（以下「本機能」といいます。）の申込み及び本機能の利用に関して適

用されます。 

 

第 387 条 （予約手数料販売機能の利用） 

第 1 項 申込者は、本機能を申し込むにあたり、当社に対し、申込者に関する情報を、予

約者に開示することに同意するものとします。 

第 2 項 本機能を利用するにあたり、申込者は本機能に関するログイン情報や割り当て在庫

などを自己の責任において適切に管理及び運用するものとします。当社は申込者による当

該管理及び運用が不適切だったことにより申込者または第三者に生じた費用及び損害につ

き、いかなる賠償責任も負わないものとし、申込者又はユーザは自己の責任において第三

者との紛争を解決するものとします。 

 

第 398 条（報酬） 

第 1 項 本機能に対する報酬（以下「本報酬」といいます。）は、予約者による申込みに対

し、ユーザが承諾したときに生じるものとします。 

第 2 項 本報酬の額は、第 421 条（予約手数料）に定めた予約手数料に第 410 条で定めた

レベニューシェア比率を乗じた金額とします。 

第 3 項 本報酬の発生は、本予約の成立時点で確定するものとし、後日にキャンセル、人

数変更等が生じたとしても、本報酬の返金は行わないものとします。 

第 4 項 当社は申込者に対し、第 1 項の本報酬から次条に定める本費用を控除した金額

を、当月末日締め、翌月末日を支払期限として、申込者の指定する金融機関口座に振り込

み送金する方法により支払うものとします（振込手数料は当社の負担とします）。 

 

第 4039 条（費用負担） 

第 1 項 本予約の成立ごとに生じる、クレジットカード決済に伴うトランザクション費用

（以下「本費用」といいます。）については、当社が別途定めるものとし、申込者の負担と

します。クレジットカード決済にかかる手数料率については当社の負担とします。 

第 2 項 本費用の支払期限、支払方法は、第 398 条（報酬）に準じるものとし、申込者に

支払うべき本費用があるときには、当社はいつでも本費用と本報酬とを相殺することがで

きるものとします。 

 

第 410 条（レベニューシェア比率） 

第 1 項 レベニューシェア比率は、TableCheck 申込内容に記載するものとします。 



第 2 項 第 1 項の定めにかかわらず、別途、申込者と当社の双方の合意がある場合は、当該

合意に基づいたレベニューシェア比率が適用されるものとします。 

 

第 421 条（予約手数料） 

第 1 項 予約者が支払う本予約の予約手数料は、TableCheck 申込内容に記載するものとし

ます。ただし、申込者は予約手数料をその裁量によって変更することができるものとしま

す。申込者が予約手数料を変更した時点から変更後の予約手数料が適用されるものとし、

遡及適用は行いません。 

第 2 項 本予約に、幼児等の設定があり、予約人数に幼児が含まれている場合には、当該

幼児分について予約手数料はかかりません（大人分については通常通り予約手数料がかか

ります）。 

 

一般条項 

 

第 432 条 （商標） 

申込者は、当社の商標等を用いる場合には、当社の指示を遵守するものとします。 

 

第 443 条 （契約の譲渡） 

申込者は、当社の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく権利義務の一部または全部

を第三者に譲渡し、または承継させるなど一切の処分を行ってはならないものとします。 

 

第 454 条 （知的財産権） 

第 1 項 本サービスにかかる当社または当社が許諾を受けた第三者の知的財産権は、申込

者を含む第三者には移転しません。 

第 2 項 当社は、本規約に定める以外、当社または当社が許諾を受けた第三者が保有する

著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権に関する利用の許諾、譲渡等を、申

込者に行うものではありません。 

第 3 項 申込者は、本サービスに関する当社の特許権、著作権、実用新案権、その他一切

の権利を侵害しないことに同意します。 

 

第 465 条 （知的財産権に関するクレーム等の取扱い） 

第 1 項 本サービスが第三者の著作権または特許権等を侵害しているとして、申込者または

第三者から警告、訴訟の提起、その他の請求（以下「クレーム等」といいます。）を受けた

場合、当社は自己の責任と負担（訴訟費用等を含む）においてこれを解決します。 

第 2 項 前項の規定は、申込者がクレーム等を受けた事実および内容をすみやかに当社に

通知すること、クレーム等を防御するにあたり必要な権限を当社に与えること、および当



該クレーム等の解決のために申込者が当社に対して協力することを条件とします。また、

申込者は、当社の事前の書面による同意がある場合を除き、当該クレーム等に関し和解等

を行ってはなりません。 

第 3 項 当社は、本サービスにつき、クレーム等の事実を知った場合またはクレーム等が生

じるおそれを認識した場合には、次の各号のいずれかの措置を講じることができるものと

します。 

(1) 当該クレーム等を回避できるように本サービスを変更する。 

(2) 申込者による本サービスの利用を可能とするべく必要な権利を取得する。 

(3) 本サービスを終了する。 

第 4 項 第１項の規定は、クレーム等が次の各号の一に該当して生じた場合は、適用されな

いものとします。 

(1) 当社の承諾なくなされた本サービスの変更に基づき生じた場合 

(2) 本サービスと当社の承認した以外の他のソフトウェアまたはサービスを組み合わせた

ことにより生じた（すなわち、もし組み合わせをしなかったら当該クレーム等を回避でき

た）場合 

(3) 本サービスが、本サービス提供条件に違反して利用されたことにより生じた場合 

(4) その他、当社の責に帰すことのできない事由に起因する場合 

第 5 項 本条に基づく当社の責任と負担は、当社が申込者から直近の 1 年間に受領した本

サービス料の合計金額（ただし、第三者が有償で提供するサービスと連携することでオプ

ション機能として提供している機能の対価を除きます。）を上限とします。 

第 6 項 本条に基づく責任は、知的財産権の侵害に関する当社の責任のすべてとします。 

 

第 476 条 （法令順守） 

申込者は、本サービスを利用するにあたり、適用のある法令を遵守するものとし、また、

全てのユーザが飲食店営業許可等の必要な許認可等を取得していることを保証します。 

 

第 487 条 （反社会的勢力との取引拒絶） 

第 1 項 申込者は、申込者ならびに申込者の関係会社、役員および従業員等の関係者（関

係会社の役員および従業員を含みます。）が、以下のいずれにも該当しないことを保証しま

す。 

(1) 暴力団（その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含みます。）が集団的にま

たは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体） 

(2) 暴力団員（暴力団の構成員） 

(3) 暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力

を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し

資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者） 



(4) 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしく

は元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協

力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の

維持もしくは運営に協力している企業） 

(5) 総会屋等（総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等

を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者） 

(6) 社会運動等標榜ゴロ（社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、

または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の

安全に脅威を与える者） 

(7) 特殊知能暴力集団等（前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力

を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集

団または個人） 

第 2 項 申込者が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑い

があると客観的合理的に認められる場合、当社は、直ちに本規約を解除できるものとし、

かつ、その場合申込者は当社に生じた損害を賠償するものとします。 

第 3 項 当社は、申込者が本条第 1 項の規定に違反している疑いが客観的合理的に認めら

れた場合には、申込者による本サービスの利用を一時的に停止することを請求しまたはシ

ステム上停止することができるものとします。 

 

第 498 条 （贈賄の禁止） 

第 1 項 申込者は、以下について遵守するものとします。 

(1) 贈賄・腐敗禁止に関係するすべての適用可能な法、規則、制定法、法典（日本の不正

競争防止法、米国 海外腐敗行為防止法（FCPA)，英国贈収賄防止法を含むが、これに限

られない。以下「贈賄関係法」といいます。）を遵守すること 

(2) 贈賄関係法違反となるいかなる行為も行わないこと 

第 2 項 申込者は、以下について表明保証するものとする。 

(1) 自己及びその代理人、請負人、コンサルタントまたは従業員が贈賄関係法違反となる

いかなる行為も行っていないこと 

(2) 自己及びその子会社は、贈賄関係法違反を理由とした政府機関の調査の対象となって

いないこと 

第 3 項 申込者は、本条項違反の結果、当社及びその取締役、執行役、代理人及び従業員

らが被った損害費用（政府又は監督機関により課せられた民事又は刑事上の罰金、法的手

続上の費用、弁護士報酬その他の費用を含む）を賠償しなければならないものとします。 

 

第 5049 条 （機密情報） 

第 1 項 申込者および当社は、本目的以外のために、機密情報を使用しないものとします。 



第 2 項 受領者は、機密情報の機密を厳格に保持し、受領者の役員及び従業員のうち本目

的を履行するために機密情報を知る必要のある者（以下「役職員等」といいます。）以外に

は、いかなる第三者にも一切開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の

各号の一に該当する情報についてはこの限りではありません。 

(1) 開示者から開示を受けた後に、受領者の責に帰すことができない事由により公知とな

った情報 

(2) 開示者から開示を受ける前に、受領者が知得していた情報 

(3) 開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報 

(4) 受領者が開示者から開示を受けた情報によらず独自に開発した情報 

(5) 受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報 

第 3 項 前項の定めにかかわらず、受領者は、事前に書面による開示者の承諾を得た場合、

および裁判所、検察、警察および監督官庁による、適法･適式な情報の問い合わせに対す

る秘密情報の開示はこの限りではなく、機密情報を第三者に開示することができるものと

します。 

第 4 項 受領者は、役職員等（機密情報を知得した後に退職した者および前項の規定に基

づき機密情報を開示した第三者を含みます。以下同じ。）に対し、本規約に定める機密保持

義務を負わせるものとし、被開示従業員が本規約の各条項の一に違反した場合には、受領

者が違反したものとみなすものとします。 

第 5 項 受領者は、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく機密情報を複製・改変

し、機密情報を利用した開発、営業等を行ってはならないものとします。 

第 6 項 受領者が本目的の履行に必要な業務を他の第三者（親会社、子会社、関連会社を

含みます。）に委託する場合において、当該第三者に機密情報を開示する必要がある場合

は、本目的に必要な範囲の機密情報を開示することができるものとします。この場合、受

領者は、当該第三者に対して本規約と同等の義務を負わせ、当該第三者が本規約に違反し

た場合は、受領者が違反したものとみなすものとします。 

第 7 項 受領者が本規約の各条項の一に違反した場合には、当該受領者は、開示者の受け

た全ての損害について賠償する責を負うものとします。 

第 8 項 受領者は、機密情報の保護に支障を生じるおそれのある事実を知った時は、その

事実の帰責のいかんにかかわらず、直ちにその旨を開示者に報告し、速やかに応急措置を

行い、遅滞なく書面により詳細な報告ならびに今後の方針案を提出することとします。 

第 9 項 本条の定めは、本規約終了後も２年間は有効に存続するものとします。 

 

第 510 条 （申込者の表明保証） 

申込者は、当社に対し、本規約の締結日において、申込者の表明保証の事項が重要な点に

おいて真実かつ正確であることを表明し、保証します。 

 



第 521 条 （当社の表明保証） 

当社は、申込者に対し、本規約の締結日において、当社の表明保証の事項が重要な点にお

いて真実かつ正確であることを表明し、保証します。 

 

第 532 条 （解除） 

第 1 項 申込者および当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催

告を要することなく、ただちに本規約の全部または一部を解除することができることとし

ます。なお、本条は、解除権者の相手方に対する損害賠償請求を妨げません。 

(1) 本規約上の義務ないし表明保証に違反し、10 営業日以上の期間を定めて事前の通知を

したにもかかわらずかかる違反が当該期間内において治癒されなかった場合 

(2) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する法的倒産手

続の申立が第三者によってなされ、または自らこれらの手続きについての申立の決定をし

たとき 

(3) 電子交換所の不渡処分を受け、または金融機関から取引停止処分を受けたとき 

(4) 監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けたとき 

(5) 第三者から仮差押、仮処分、強制執行等を受け、契約の履行が困難と認められるとき 

(6) 解散の決議をしたとき、または合併もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡を決

議したことにより、契約の履行が困難と認められるとき 

(7) 反社会的勢力との資金関係、取引関係その他関係があると疑われるとき 

(8) 前各号の他、本規約を継続しがたい重大な事由が生じたとき 

第 2 項 申込者に前項各号のいずれかの事由が生じたときは、申込者は申込者が当社に対

して負担するすべての債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに残存債務の金額を支払

うものとします。 

 

第 543 条 （損害賠償） 

第 1 項 申込者及び当社は、相手方が本規約のいずれかの規定に違反し（表明保証が不正

確であった場合を含むがこれに限られません。）、相手方に対し当該違反の治癒を求める通

知を行い、相手方が受領後 30 日以内にかかる違反を治癒しない場合において、自らに損

害が生じたときは、相当因果関係を有する範囲において相手方に対して損額賠償請求を行

うことができるものとします。 

第 2 項 本規約の損害賠償責任には、事業の損失、遅延による逸失利益、データ若しくは

文書の紛失、又はこれらを原因として生じる第三者への損害などの間接的損害又は拡大損

害、及び特別利益については含まれません。これは申込者又は当社が相手方より当該損害

の可能性について告知されていた場合も同様とします。 

第 3 項 当社は、いかなる場合においても、本サービスの利用、故障又は遅延（本サービ

スのいずれかの構成要素の利用または利用不能を含み、これらに限りません。）により生



じるいかなる種類の損失、請求、損害又は特別損害、懲罰的損害、付随損害若しくは結果

損害についても、契約、不法行為またはその他に基づくか否かにかかわらず、一切責任を

負いません。 

第 4 項 当社は、本サービスに付随する当社以外の当事者によって運営されるシステム（予

約サービス提供企業のシステム、インターネットブラウザー及びインターネットブラウザ

ーの閲覧に関するモジュールを含み、これらに限りません。）の仕様変更、故障、遅延等

につき、一切の責任を負いません。 

第 5 項 本条各項の定めは、本規約第 9 条（禁止事項）及び第 6 条第 2 項の定めにより生

じた損害賠償責任には適用されないものとします。 

 

第 554 条 （分離可能性） 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であって

も、本規約の残りの規定及び一部が無効と判断された規定の残りの部分は、継続して有効

に存続し、当該無効とされた条項又はその一部を、有効とするために必要な範囲で修正

し、最大限当該無効とされた条項又はその一部の趣旨及び法律的経済的に同等の効果が確

保されるよう解釈されるものとします。 

 

第 565 条 （準拠法および合意管轄裁判所） 

第 1 項 申込者が中国以外に存続している場合、本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関

して当事者間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的裁判所としま

す。 

第 2 項 申込者が中国に存続している場合、本規約の準拠法は中国法および北京市法とし、

本規約に関して当事者間で訴訟の必要が生じた場合、北京基層人民法院を第一審の専属的

裁判所とします。 

 

第 576 条 （誠実協議） 

本規約に定めのない事項については、本規約の趣旨に従い、本規約当事者が誠実に協議の

上、これを解決するものとします。 

 

以上 

  



 

TableCheck 仕様書 

 

当社は、本サービス仕様の内容を、予告無く変更する場合があります。 

本仕様書は、本規約に定める機密情報として、許可なく複製及び第三者へ配布、開示する

ことを禁じます。 

 

(１) 本サービスの概要 

(ア) 本サービスは、ユーザがブラウザーを利用して、第三者が提供するインターネット経

由で TableCheck にアクセスすることで予約管理、顧客管理サービスが利用できる、クラ

ウド型のサービスです。 

(イ) ユーザは複数の端末から同時にアクセスすることができます。 

(ウ) TableCheck のご利用には本規約に加えて別途締結する個別の取引に関する契約が必要

です。 

 

(２) 本サービスの構成 

(ア) 基本サービス 

① 予約管理機能 

② 顧客管理機能 

③ 配席管理機能 

④ オンライン予約機能 

(イ) オプションサービス 

① データインポート 

② データインポート前後に必要なデータクリーニング 

③ 2 段階認証ログイン（ワンタイムパスワード） 

④決済機能 

⑤予約手数料レベニューシェア機能 

 

(３) 機能一覧 

(ア) 基本サービス、オプションサービス 

 

※予約サイトからの自動取込は、データの正確性を保証するものではありません。また、

予約サイトの仕様変更、サービス廃止などにより提供が中断または中止されることがあり

ます。 

 

(４) 稼働時間 



(ア) 24 時間 365 日 

(イ) ただし、本稼働時間は目標値であり 100%の稼働率を保証するものではありません。 

 

(５) セキュリティ対策 

(ア) 個人情報の保管 

① AES 方式の暗号化を施したうえでの保管 

(イ) 重要情報の送受信 

① SSL 通信による保護 

 

(６) ユーザによる準備、対応 

(ア) インターネット接続環境 

① 推奨：ブロードバンド回線 

② 回線速度 25Mbps 以上を推奨 

(イ) 無線 LAN（Wi-Fi）接続環境 

(ウ) 各種機器 

• パソコン端末：Windows/ MacOS 

• タブレット端末：iPad 

• モバイル端末：iPhone/ Android 

 

申込者の表明保証 

申込者は、本規約を締結するにあたり、当社に対して以下の各号の事実を表明し、これが

真実であることを保証します。 

(1) 申込者は申込者の存続する国または地域の法に基づき適法に設立され、有効に存続し

ている法人、団体または個人であり、その事業を行うために必要な全ての権限を有してい

る。申込者は、本規約の締結及び履行並びこれらの関連する一切の取引について必要な能

力及び権限を有し、必要なすべての会社手続により授権されており、かつ、本規約の締結

及び履行並びにこれらの関連する一切の取引について法令、申込者の定款若しくは諸規則

又は自己が当事者である契約に違反せず、また必要な許認可、届出等の手続等がなされて

おりその条件に違反しない。本規約は、本規約締結日において、申込者により締結された

時点で、申込者の適法、有効かつ法的拘束力のある債務を構成する。また、本規約は、法

律又は信義則によりその履行の強制が制限される場合を除き、その各条項に従い申込者に

対して強制執行が可能である。 

(2) 申込者がその事業を行うにあたり必要とされる届出、許認可その他一切の手続きはす

べて適法に行われており、かかる事業について、刑事罰・行政罰・指導・処分等を受けた

ことはない。 

(3) 申込者による本条における事実の表明及び保証並びに本規約締結に関して当社が交付



する書面及び提供する情報は、重要な事実について虚偽はなく、誤解を生じさせないため

に必要な事実を欠いておらず、現在有効なものである。 

 

当社の表明保証 

当社は、本規約を締結するにあたり、申込者に対して以下の各号の事実を表明し、これが

真実であることを保証します。 

(1) 当社は日本法および中国においては中国法に基づき適法に設立され、有効に存続して

いる株式会社であり、その事業を行うために必要な全ての権限を有している。当社は、本

規約の締結及び履行並びこれらの関連する一切の取引について必要な能力及び権限を有

し、必要なすべての会社手続により授権されており、かつ、本規約の締結及び履行並びに

これらの関連する一切の取引について法令、当社の定款若しくは諸規則又は自己が当事者

である契約に違反せず、また必要な許認可、届出等の手続等がなされておりその条件に違

反しない。本規約は、本規約締結日において、当社により締結された時点で、当社の適

法、有効かつ法的拘束力のある債務を構成する。また、本規約は、法律又は信義則により

その履行の強制が制限される場合を除き、その各条項に従い申込者に対して強制執行が可

能である。 

(2) 当社がその事業を行うにあたり必要とされる届出、許認可その他一切の手続きはすべ

て適法に行われており、かかる事業について、刑事罰・行政罰・指導・処分等を受けたこ

とはない。 

(3) 当社による本条における事実の表明及び保証並びに本規約締結に関して当社が交付す

る書面及び提供する情報は、重要な事実について虚偽はなく、誤解を生じさせないために

必要な事実を欠いておらず、現在有効なものである。 

 


